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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

コミュニティ・エンタープライズの個人所得税免除の基準   

2021 年 2 月 1 日に歳入庁長官は所得税に関する通達（No.403）を発行し、コミュニテ
ィ・エンタープライズ推進法（B.E.2548） に基づく「コミュニティ・エンタープライズ」（パートナー
シップ又は法人ではない集団）に適用される個人所得税の免除の基準を規定しました。
本通達の規定は以下のとおり要約されます。 

• コミュニティ・エンタープライズは、コミュニティ・エンタープライズ推進法（B.E.2548）
に基づいて登録し、農業局から登録証明書を受け取らなければならない 

• コミュニティ・エンタープライズは、収入が得られた日及び支出が発生した日から 3

営業日以内に、歳入局局長が定めたフォーマットに従って、タイ語で勘定科目を
作成する、若しくは日々の収入と支出の報告を行わなければならない 

• 日々の収入と支出の勘定科目又は報告書、及び登録証明書は、税務担当者
から調査を要請された場合に備えるために、コミュニティ・エンタープライズの施設に
て 5 年以上保管されなければならない 

• コミュニティ・エンタープライズは、2017 年度以降の個人所得税申告書の提出とと
もに、非課税所得項目リストを提出しなければならない 

• この通知は、2009 年 1 月 1 日から 2022 年までに稼得された課税所得に適用さ
れる 

 

リタイアメント・ミューチュアル・ファンド（退職投資信託：以下「RMF」）の投資ユニットの
償還によって得られる所得またはその他の利益に対する個人所得税の免税基準 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-en-feb2021.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


2021 年 1 月 27 日、タイ国税庁長官は所得税に関する通達（No.402）を発行し、RMF

の投資ユニットの償還から得られる所得又はその他の利益に対する個人所得税の免税基
準を規定しました。この基準には、以下のものが含まれます。 

• 所得者が2020年1月1日以降に購入した投資ユニットの償還が行われた場合、
その償還によって得られた所得等に対して免税措置が認められる。免税額は、納
税者の課税所得の30％を超えてはならず、さらに各課税年度の免税額総額の
上限は50万バーツである 

• この通知は、2020年1月1日から遡って適用される 
 

研究・学術サービスを提供する事業者に対する VAT 免除の基準 

2021 年 2 月 3 日、タイ歳入庁長官は、VAT に関する通知（No.238）を発行し、VAT が
免除される研究・学術サービスを提供する事業者の種類を規定しました。その概要は以下
のとおりです。 

• 法人格を持たない個人や集団 

• 財団法人 

• 以下の高等教育機関： 

o 教育省の監督下にある公的教育機関及び政府監督下にある教育機関 

o その他の省庁の監督下にある政府系教育機関 

o 私立高等教育機関に関する法律に基づいて設立された私立高等教育機関 

• サービス提供ユニットの管理を規定する法律に基づき、法人ではなく、政府機関
の一部として形成された「特別サービス提供ユニット」 

• 科学、研究、イノベーションの促進を管理する法律に基づいて設立された研究開
発ユニット。この免除は、国営企業以外の非営利の政府機関団体が実施するサ
ービスにのみ適用される 
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